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　　　告　　　示
○県営住宅の駐車場の使用料………………………（建築住宅課）４
　　　公　　　告
○都市計画の変更図書の写しの縦覧（２件）……（都市計画課）４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○県立芸術劇場管理規則の一部を改正する規則…（みやざき文化振興課）１

規　　　　　則

　県立芸術劇場管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成31年４月４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第27号
　　　県立芸術劇場管理規則の一部を改正する規則
　県立芸術劇場管理規則（平成５年宮崎県規則第47号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表（第９条、第20条関係）
　１　舞台設備

別表（第９条、第20条関係）
　１　舞台設備

区分 単位 金額
定式幕 １枚 1,050円
紗
しゃ

幕 １枚 1,050円
ジョーゼット幕 １枚 1,050円
地がすり １枚 1,050円
リノリウムシート（大） １枚 740円
リノリウムシート（小） １枚 310円
　［略］
毛せん（大） １枚 210円
毛せん（小） １枚 210円
上敷（大） １枚 210円
　［略］
長座布団（大） １枚 210円
　［略］
県旗・国旗 １枚 210円
びょうぶ １双 1,580円
演劇ホール用所作台 １式 9,540円
イベントホール用所作台 １式 6,360円
花道用所作台 １式 1,580円
　［略］
仮設能舞台 １式 24,380円
寄席舞台 １式 16,960円
竹羽目 １式 2,650円
松羽目Ａ １式 1,580円
松羽目Ｂ １式 1,050円
日舞囲 １式 1,580円
鳥屋囲 １式 520円

区分 単位 金額
定式幕 １枚 1,070円
紗
しゃ

幕 １枚 1,070円
ジョーゼット幕 １枚 1,070円
地がすり １枚 1,070円
リノリウムシート（大） １枚 750円
リノリウムシート（小） １枚 320円
　［略］
毛せん（大） １枚 220円
毛せん（小） １枚 220円
上敷（大） １枚 220円
　［略］
長座布団（大） １枚 220円
　［略］
県旗・国旗 １枚 220円
びょうぶ １双 1,610円
演劇ホール用所作台 １式 9,720円
イベントホール用所作台 １式 6,480円
花道用所作台 １式 1,610円
　［略］
仮設能舞台 １式 24,830円
寄席舞台 １式 17,270円
竹羽目 １式 2,700円
松羽目Ａ １式 1,610円
松羽目Ｂ １式 1,070円
日舞囲 １式 1,610円
鳥屋囲 １式 530円
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　２　照明設備 　２　照明設備

　［略］
八足 １個 310円
　［略］
葛
かずら

桶
おけ

１個 1,050円
床几

ぎ

１個 210円
一畳台（一畳台掛けを含む。） １式 1,580円
　［略］
ドライアイスマシン（ドライアイスを
含まない。）

１台 2,120円

スモークマシン（ロスコスモークジュ
ースを含まない。）

１台 1,370円

姿見 １台 310円
　［略］
高座台 １台 1,050円
浪曲台 １台 3,490円
　［略］
講演台 １台 520円
　［略］
花台 １台 310円
デリカテーブルＡ １台 310円
　［略］
指揮者用譜面台Ｂ １台 520円
　［略］
指揮台 １台 310円
練習室用指揮台セット １式 210円
オーケストラピット １式 6,890円
小ぜり １式 1,050円
　［略］

　［略］
八足 １個 320円
　［略］
葛
かずら

桶
おけ

１個 1,070円
床几

ぎ

１個 220円
一畳台（一畳台掛けを含む。） １式 1,610円
　［略］
ドライアイスマシン（ドライアイスを
含まない。）

１台 2,160円

スモークマシン（ロスコスモークジュ
ースを含まない。）

１台 1,400円

姿見 １台 320円
　［略］
高座台 １台 1,070円
浪曲台 １台 3,560円
　［略］
講演台 １台 530円
　［略］
花台 １台 320円
デリカテーブルＡ １台 320円
　［略］
指揮者用譜面台Ｂ １台 530円
　［略］
指揮台 １台 320円
練習室用指揮台セット １式 220円
オーケストラピット １式 7,010円
小ぜり １式 1,070円
　［略］

区分 単位 金額
アッパーホリゾントライトＡ １式 4,340円
アッパーホリゾントライトＢ １式 2,970円
ローアホリゾントライトＡ １式 2,120円
ローアホリゾントライトＢ １式 1,580円
ボーダーライトＡ １列 1,050円
ボーダーライトＢ １列 840円
　［略］
スポットライトＢ １台 310円
スポットライトＣ １台 210円
　［略］
フロントサイドスポットライト １列 1,260円
第１シーリングスポットライト １台 210円
第２シーリングスポットライト １台 310円
フットライト １列 520円
花道用フットライト １列 210円
東西バトンスポットライト １列 630円
　［略］
照明タワー １台 850円
　［略］
センターピンスポットＡ １台 1,050円
センターピンスポットＢ １台 840円
ストロボフラッシュ １台 1,050円
エフェクトスポットライトＡ（ディス
クプレートを含む。）

１式 1,050円

区分 単位 金額
アッパーホリゾントライトＡ １式 4,420円
アッパーホリゾントライトＢ １式 3,020円
ローアホリゾントライトＡ １式 2,160円
ローアホリゾントライトＢ １式 1,610円
ボーダーライトＡ １列 1,070円
ボーダーライトＢ １列 850円
　［略］
スポットライトＢ １台 320円
スポットライトＣ １台 220円
　［略］
フロントサイドスポットライト １列 1,280円
第１シーリングスポットライト １台 220円
第２シーリングスポットライト １台 320円
フットライト １列 530円
花道用フットライト １列 220円
東西バトンスポットライト １列 640円
　［略］
照明タワー １台 860円
　［略］
センターピンスポットＡ １台 1,070円
センターピンスポットＢ １台 850円
ストロボフラッシュ １台 1,070円
エフェクトスポットライトＡ（ディス
クプレートを含む。）

１式 1,070円
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　３　音響設備 　３　音響設備
区分 単位 金額

音響調整装置Ａ １式 6,360円
音響調整装置Ｂ １式 3,170円
ステージスピーカーＡ １組 2,120円
ステージスピーカーＢ １組 1,680円
ステージスピーカーＣ １組 1,480円
はね返りスピーカーＡ １組 740円
はね返りスピーカーＢ １組 740円
演出家・舞台監督用音響設備 １式 2,120円
ポータブルミキサー １台 1,580円
効果装置（エフェクター卓） １台 1,050円
効果卓 １式 5,300円
テープレコーダーＡ １式 1,370円
テープレコーダーＢ １式 1,050円
テープレコーダーＣ １式 520円
テープレコーダーＤ １式 940円
ＣＤプレーヤー １式 520円
ＭＤプレーヤー １式 520円
レコードプレーヤー １式 1,050円
マルチケーブル（32ＣＨ） １式 1,050円
マルチケーブル（16ＣＨ） １式 840円
ステレオマイクロホン １本 1,480円
コンデンサーマイクロホン １本 1,160円
ダイナミックマイクロホン １本 630円
ワイヤレスマイクロホン １本 1,370円
３点つりマイク装置 １式 1,050円
２点つりマイク装置 １式 840円
１点つりマイク装置 １式 630円
練習室音響セットＡ １式 2,120円
練習室音響セットＢ １式 2,120円
ＣＤ・ＭＤラジカセ １台 300円
　［略］
ギターアンプ １式 520円

区分 単位 金額
音響調整装置Ａ １式 6,480円
音響調整装置Ｂ １式 3,230円
ステージスピーカーＡ １組 2,160円
ステージスピーカーＢ １組 1,710円
ステージスピーカーＣ １組 1,500円
はね返りスピーカーＡ １組 750円
はね返りスピーカーＢ １組 750円
演出家・舞台監督用音響設備 １式 2,160円
ポータブルミキサー １台 1,610円
効果装置（エフェクター卓） １台 1,070円
効果卓 １式 5,400円
テープレコーダーＡ １式 1,400円
テープレコーダーＢ １式 1,070円
テープレコーダーＣ １式 530円
テープレコーダーＤ １式 960円
ＣＤプレーヤー １式 530円
ＭＤプレーヤー １式 530円
レコードプレーヤー １式 1,070円
マルチケーブル（32ＣＨ） １式 1,070円
マルチケーブル（16ＣＨ） １式 850円
ステレオマイクロホン １本 1,500円
コンデンサーマイクロホン １本 1,180円
ダイナミックマイクロホン １本 640円
ワイヤレスマイクロホン １本 1,400円
３点つりマイク装置 １式 1,070円
２点つりマイク装置 １式 850円
１点つりマイク装置 １式 640円
練習室音響セットＡ １式 2,160円
練習室音響セットＢ １式 2,160円
ＣＤ・ＭＤラジカセ １台 310円
　［略］
ギターアンプ １式 530円

エフェクトスポットライトＢ（ディス
クプレートを含む。）

１式 840円

ストリップライトＡ １台 310円
　［略］
ミラーボールＡ １個 1,050円
ミラーボールＢ １個 840円
　［略］
効果機器 １台 840円
コンサートホール照明セット １式 9,910円
演劇ホール照明セットＡ １式 46,390円
演劇ホール照明セットＢ １式 30,470円
演劇ホール照明セットＣ １式 15,630円
演劇ホール照明セットＤ １式 7,710円
イベントホール照明セットＡ １式 16,960円
イベントホール照明セットＢ １式 12,720円
イベントホール照明セットＣ １式 8,470円
イベントホール照明セットＤ １式 3,170円
リハーサル用照明セットＡ １式 3,560円
リハーサル用照明セットＢ １式 3,100円
リハーサル用照明セットＣ １式 1,610円

エフェクトスポットライトＢ（ディス
クプレートを含む。）

１式 850円

ストリップライトＡ １台 320円
　［略］
ミラーボールＡ １個 1,070円
ミラーボールＢ １個 850円
　［略］
効果機器 １台 850円
コンサートホール照明セット １式 10,090円
演劇ホール照明セットＡ １式 47,250円
演劇ホール照明セットＢ １式 31,040円
演劇ホール照明セットＣ １式 15,920円
演劇ホール照明セットＤ １式 7,850円
イベントホール照明セットＡ １式 17,270円
イベントホール照明セットＢ １式 12,950円
イベントホール照明セットＣ １式 8,630円
イベントホール照明セットＤ １式 3,230円
リハーサル用照明セットＡ １式 3,630円
リハーサル用照明セットＢ １式 3,160円
リハーサル用照明セットＣ １式 1,640円
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　４　楽器

　５　映写設備

　６　その他の設備及び持込電気器具用電気

　　［略］

　４　楽器

　５　映写設備

　６　その他の設備及び持込電気器具用電気

　　［略］

区分 単位 金額
フルコンサートピアノＡ １台 9,540円
フルコンサートピアノＢ １台 5,300円
チェンバロ １台 6,360円
電子オルガンＡ １台 3,170円
電子オルガンＢ １台 1,050円
パイプオルガン １台 21,190円
練習室用ピアノＡ １台 1,580円
練習室用ピアノＢ １台 1,050円
練習室用ピアノＣ １台 520円
ドラムセット １式 520円
ポジティフオルガン １台 5,300円
コントラバスＡ １台 4,970円
コントラバスＢ １台 1,300円

区分 単位 金額
フルコンサートピアノＡ １台 9,720円
フルコンサートピアノＢ １台 5,400円
チェンバロ １台 6,480円
電子オルガンＡ １台 3,230円
電子オルガンＢ １台 1,070円
パイプオルガン １台 21,590円
練習室用ピアノＡ １台 1,610円
練習室用ピアノＢ １台 1,070円
練習室用ピアノＣ １台 530円
ドラムセット １式 530円
ポジティフオルガン １台 5,400円
コントラバスＡ １台 5,070円
コントラバスＢ １台 1,330円

ベースアンプ １式 520円 ベースアンプ １式 530円

区分 単位 金額
　［略］
テレビジョン放送中継設備 １式 10,600円
ラジオ放送中継設備 １式 5,300円
持込電気器具用電気 消費電力

１ｋＷ
310円

区分 単位 金額
　［略］
テレビジョン放送中継設備 １式 10,800円
ラジオ放送中継設備 １式 5,400円
持込電気器具用電気 消費電力

１ｋＷ
320円

区分 単位 金額
映写機（16㎜） １式 2,850円
映写機（35㎜） １式 7,410円
スクリーンＡ １枚 1,050円
スクリーンＢ １枚 740円
スクリーンＣ（移動用） １枚 520円
ビデオプロジェクター装置 １式 1,910円

区分 単位 金額
映写機（16㎜） １式 2,910円
映写機（35㎜） １式 7,550円
スクリーンＡ １枚 1,070円
スクリーンＢ １枚 750円
スクリーンＣ（移動用） １枚 530円
ビデオプロジェクター装置 １式 3,590円
オーバーヘッドプロジェクター装置 １式 1,940円

　　　附　則
　この規則は、平成31年10月１日から施行する。

告　　　　　示

宮崎県告示第 246号
　宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年宮崎県条例
第25号）第69条第１項の規定により、次の表の左欄に掲げる県営住
宅の駐車場の使用料を同表の右欄のとおり定め、平成31年６月１日
から施行する。
　　平成31年４月４日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

県営住宅の名称 県営住宅の場所 使　用　料
県営堅田原団地 小林市真方1054番地１ 710円

公　　　　　告

　都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用
する同法第20条第１項の規定により、都市計画の図書の写しが送付

されたので、次のとおり公衆の縦覧に供する。
　　平成31年４月４日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　都市計画を定める者の名称
　　西都市
２　都市計画の種類及び名称
　　西都都市計画公園
　　　２・２・１号　平田街区公園
３　縦覧場所
　　宮崎県県土整備部都市計画課
　　宮崎県西都土木事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用
する同法第20条第１項の規定により、都市計画の図書の写しが送付
されたので、次のとおり公衆の縦覧に供する。
　　平成31年４月４日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　都市計画を定める者の名称
　　西都市

　※使用料は、自動車１台当たりの月額の使用料とする。
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２　都市計画の種類及び名称
　　西都都市計画道路
　　　３・４・３号　調殿通線
　　　３・４・４号　平田童子丸線
　　　３・５・２号　稚児ヶ池通線
　　　３・５・６号　山角小野崎線
　　　３・５・11号　酒元通線
　　　３・５・12号　童子丸島内線
３　縦覧場所
　　宮崎県県土整備部都市計画課
　　宮崎県西都土木事務所
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